
「生徒心得」
東京都立保谷高等学校

１．服装及び身だしなみの規定
（１）　常に高等学校生活にふさわしい清潔で端正な服装と身だしなみに心掛ける。

（２）　登校及びそれに準ずる教育活動の際には制服（ネクタイ、リボンのオプションも含む）を着用する。入学式、卒業式、

　　始業式、終業式、修了式などの儀式、対外的な行事の際には正装（ブレザー、指定のネクタイ(グレー)・指定のリボン

　　(グレー)、白ワイシャツ着用）とする。

（３）　着用基準期間

　　冬服 １０月１日～　５月３１日

　　夏服 　６月１日～　９月３０日

　（着用期間及び移行期間の設定は、気候に応じてその都度学校が決定する）

（４）　本校の制服は次の通りである。

冬服 男子 上　衣 濃紺色、ブレザー型、指定エンブレム付、２つ釦シングル、胸ポケット、腰ポケット

ズボン チャコールグレーチェックの織り柄、長ズボン

ネクタイ 指定のもの

女子 上　衣 濃紺色、ブレザー型、指定エンブレム付、２つ釦シングル、胸ポケット、腰ポケット

スカート グレー系チェック、２０本車ヒダ（希望購入の紺色、長ズボンも可）

リボン 指定のもの

夏服 男子 ズボン チャコールグレーチェックの織り柄、長ズボン

女子 スカート グレー系チェック、２０本車ヒダ（希望購入の紺色、長ズボンも可）

（５）　ワイシャツの色は白限定とする。夏服期間（６～９月）はポロシャツの着用を認めるが、色は白限定・無地とする。

　　ワンポイントは可とする。

（６）　レインコート、外とう着、通学靴は学生らしいものを用いる。ベスト・カーディガン・セーターについては、フードなしの

　　型で無地のものとし、色は白・黒・グレー・濃紺とする。ワンポイントは可とする。

（７）　制服の加工を禁止する。

（８）　登下校を含め、化粧を禁止する。

（９）　登下校を含め、ピアス等、装飾品の使用を禁止する。

(10)　頭髪の加工を禁止する。

(11)　女子の冬場のタイツは黒又はベージュ。その際ソックスは無地のもので、色は黒又は濃紺、白とする。

(12)　上履きは所定のものを用いる。体育館用運動靴も所定のものを用いる。

(13)　止むを得ない理由で異装する場合は連絡欄にその旨記入し、担任の先生に提出して許可を受ける。

２．登校・下校
（１）　始業の予鈴時刻８時２５分までに登校し、下校時刻１７時には速やかに下校する。

（２）　下校時刻を過ぎて活動する場合は担当の先生の指導のもとに行う。この場合の最終下校は１９時３０分とする。

（３）　登校・下校に際しては、交通規則を守り事故防を心掛ける。

（４）　自動車やオートバイによる通学は禁止する。通学時に限らず、制服での自動車やオートバイ乗車は禁止する。

（５）　病気などで早退した場合は、必ず自宅に到着した旨の電話連絡をする。

３．休日・長期休業中の登校
（１）　休日登校する場合は、担当の先生の了承を得て、休日活動願を提出すること。部活動は、担当の先生の監督下に

　　おいて行うこと。

（２）　長期休業中の平日の活動は、担当の先生の監督下において、午前９時より、午後４時までとする。部活動の場合は

　　予定表に従う。

（３）　下校の際には使用した校具・施設を点検し、異常の有無を確認して、使用場所の清掃・消灯・施錠の確認をした上で

　　担当の先生に報告する。

（４）　年末年始（１２／２９～１／３）、考査期間（考査１週間前より）は原則として活動禁止とする。この間の特別な事情に

　　よる活動については、担当の先生を通して副校長の許可を得ること。

４．天候による各種警報等発令時の時程
（１）　大雨・大雪・暴風・暴風雪警報

　午前６時００分～８時３０分での判断

　①　上記の警報のいずれも西東京市あるいは練馬区において午前６時００分～８時３０分で発令されていない場合

【平常授業】

　②　上記の警報のいずれかが西東京市・練馬区において午前６時００分～８時３０分で発令中の場合

【午前８時３０分まで自宅待機】



　　午前８時３０分の時点での判断

　①　上記の警報が西東京市あるいは練馬区において午前８時３０分までの時点で解除された場合

【午前１０時３０分登校】

　②　上記の警報が西東京市・練馬区において午前８時３０分の時点で発令中の場合

【午前１０時３０分まで自宅待機】

　　午前１０時３０分の時点での判断

　①　上記の警報が西東京市あるいは練馬区において午前１０時３０分までの時点で解除された場合

【午後１時００分登校】

　②　上記の警報が西東京市・練馬区において午前１０時３０分の時点で発令中の場合

【臨時休校】

※　気象条件（ゲリラ豪雨など）や交通機関の混乱等によって登校することが困難であったり、危険が予想されたりする

　場合は、上記の規定に限らず自宅待機とする。

※　居住地に警報が発令されているなど、登校できない事情が明確な場合は、出欠等で不利に扱うことはしない。

（２）　特別警報（大雨・大雪・暴風・暴風雪）

　上記の規定通りとする

※　特別警報は、警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害が発生するおそれが著しく高まって

　いる場合に気象庁より発表され、国民に最大限の警戒を呼び掛けるものである。

５．校内生活
（１）　校舎、校具は大切に使用する。破損・又は紛失した時は、直ちに担任又は担当の先生を通して生活指導部及び

　　経営企画室へ届け出る。

（２）　ホームルーム、部活動で施設・校具を使用する時は、あらかじめ担当の先生に届け出て許可を得る。

（３）　校舎内外の美化に常に心掛ける。

（４）　法律に触れる行為はもちろん、考査における不正行為、禁止されている行為を行ってはならない。

（５）　自習時間は所定の教室で静かに学習する。

（６）　登校後は授業終了まで外出してはいけない。

（７）　学校行事・委員会・部活動関係の掲示、印刷物等の刊行、配布は担当の先生の指導を受け、事前に生活指導部

　　の許可を受けてから行う。掲示は所定の場所にて行う。

（８）　校内で集会、募金、アンケート調査を行う時は事前に生活指導部に届け出て許可を受ける。

（９）　学校構内での選挙運動、政治的活動、投票運動についてはこれを認めない。

(10)　校内で負傷、身体の異常が起こった場合は、直ちに担当の先生および養護の先生に連絡してから、保健室で手当て

　　を受ける。

(11)　体育や部活動の時など身体から貴重品を離さねばならない場合は、ロッカーに入れ鍵をかけること。また、ロッカー

　　の使用規定を守ること。

６．所持品
（１）　貴重品や不必要な金銭は学校に持って来ない。

（２）　貴重品を遺失・拾得した時、又は盗難にあった時は直ちに担任及び生活指導部の先生に届け出る。

７．校外生活
（１）　保谷高校の生徒としての自覚と誇りをもって行動する。

（２）　アルバイトは原則禁止とする。

（３）　不健康な娯楽場などへの出入を禁ずる。

（４）　宿泊を伴う旅行は保護者の許可を受ける。

（５）　部活動・生徒会活動等、校外でまとまって活動する場合は、担当の先生の引率を必要とする。

（６）　社会道徳を守り、他人に対しては礼儀をもって接する。


